
越監告示第１４号 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、監査指摘事項の措置状況を次のと

おり公表する。 

  令和２年３月３１日 

越前市監査委員  塚 﨑  正 巳 

同     田中 希世子 

同     城 戸  茂 夫 

記

１ 監査対象及び執行期間 

建設部 都市整備課（定期監査）  令和元年９月１２日(木)～１７日(火) 

２ 措置状況    

表  題 工事の計画的な執行について 

監査の結果

＜意見＞ 

①令和元年度７月末までの道路維持改修事業において、上太田町

地係道路舗装工事（契約額１,２８５,２００円：４月２４日～

５月２１日）と同地係における同様の工事（契約額１,２８６,

２８０円：５月２０日～６月１１日）等、工事の分割による安

易な随契と判断されるものが９件あった。 

②平成３０年度の橋梁維持改修事業（国庫補助）の工事１８件の

うち、１５件の工事の始期が１月下旬以降（１月：４件、２月：

８件、３月：３件）であった。工事の発注については、業務手

順の見直し等速やかに業務改善を行い、計画的な予算執行に鋭

意努められたい。

措置の内容

①道路維持改修事業に対する意見事項につきましては、令和元年

１１月に課員全員に対して周知を行い再確認・徹底するとも

に、地方自治法施行令及び市契約規則等を遵守し、適切な設

計・発注を行ってまいります。

②橋梁維持改修事業に対する意見事項につきましては、当該事業

における業務手順書を新たに作成し業務改善を図り、非出水期

となる１１月以降に工事着手が出来るよう計画的な予算執行

に努めてまいります。


